
総社市立学校条例及び総社市立幼稚園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和５年３月２３日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第５号 

 

総社市立学校条例及び総社市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

 

（総社市立学校条例の一部改正） 

第１条 総社市立学校条例（平成１７年総社市条例第９８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分

（以下この条において「改正後表」という。）が存在する場合には，当該改正表を当該改正後表に改め，改正表に対応する改正後表が存在しない場合に

は，当該改正表を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２条及び第３８条の規定により，

次の学校を設置する。 

名 称 位 置 

 略 

総社市立新本小学校 

 

 

総社市新本7288番地 

 略 

総社市立昭和五つ星学園義務教育学校 総社市美袋207番地 

総社市美袋1636番地 

  

 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２条及び第２９条の規定により，

次の学校を設置する。 

名 称 位 置 

 略 

総社市立新本小学校 総社市新本7288番地 

総社市立昭和小学校 総社市美袋207番地 

総社市立維新小学校 総社市原2229番地1 

 略 

総社市立昭和中学校 

 

総社市美袋1636番地 

  

 

 （総社市立幼稚園条例の一部改正） 

第２条 総社市立幼稚園条例（平成１７年総社市条例第１０１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

 



改 正 後 改 正 前 

 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 

 略 

総社市立昭和五つ星学園幼稚園 

 

総社市美袋245番地1 

 略 

  

 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名 称 位 置 

 略 

総社市立昭和幼稚園 総社市美袋245番地1 

総社市立維新幼稚園 総社市原2257番地1 

 略 

  

 

附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第１条中「第２９条」を「第３８条」に改める改正規定は，公布の日から施行する。 


